
補助金交付 [概算払] の事務の流れ 

 

① 配付 

 

                                        

     ② 交付申請（書類の提出 6/10必着） 

 

③ 意見を聞く 

 

                  

 ④ 交付の決定・様式の送付(7月末) 

 

 

 

  

 

 

 

⑤ 補助金交付請求（書類の提出） 

 

⑥ 補助金の交付 

 

      

      

 

 

 

 

⑦ 事業実施後２０日以内に実績報告（書類の提出） 

                  ⑧ 交付額確定の通知 

 

  

募集要項 
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・交付申請書(様式 1) 
・実施計画書(様式 2) 
・収支予算計画書(様式 3) 
・事業概要（様式あり） 

交付決定通知書 

 事業の実施  

・請求書兼領収書(A4)     請求用 
・完了実績報告書 (様式 5) 
・活動報告書 (様式 6)    報告用 
・収支決算報告書(様式 7)  

確定通知書 

・交付申請書 
・実施計画書 
・収支予算計画書 
・事業概要 等 

・完了実績報告書 
・活動報告書 
・収支決算報告書 
・領収書・見積書(写し)、写真等 

・請求書兼領収書(A4)  

推進活動支援事業

評価検討会 

(7月上旬) 

必ず事業実施前に請求してください 

団体の代表者名義

の口座に振込 

事前に送付されている報告用の様

式 5･6･7 に記入し、必要書類を添

付して提出してください 

※太枠は記入済み書類 

※別途、精算還付手続が必要な場合があります 


